
平成™›年˜™月�日 金曜日 第œ ›š号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
五
百
四
十
二
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
七
月

九
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
肥
料
の
仮
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

１
仮
登
録
番
号
、
肥
料
の
名
称
並
び
に
生
産
業
者
の
名
称
及
び
住
所

仮
登
録
番
号

肥
料
の
名
称

名
称

住
所

仮
生
第
4
3
9号

ゆ
う
き
太
郎

胎
内
市

新
潟
県
胎
内
市
新
和
町
２
番
1
0号

仮
生
第
4
4
0号

ゆ
う
き
次
郎

胎
内
市

新
潟
県
胎
内
市
新
和
町
２
番
1
0号

仮
生
第
4
4
1号

ゆ
う
き
花
子

胎
内
市

新
潟
県
胎
内
市
新
和
町
２
番
1
0号

２
保
証
成
分
量
そ
の
他
の
規
格
（
肥
料
取
締
法
第
４
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成
分
の
最
大
量
そ
の
他
の
規
格
）

肥
料
の
名
称
ご
と
の
保
証
成
分
量
そ
の
他
の
規
格
（
肥
料
取
締
法
第
４
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
肥
料
に
あ
っ

て
は
、
含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の
最
大
量
そ
の
他
の
規
格
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林
水
産
省
消
費
・
安
全
局
農
産
安
全
管
理
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
五
百
四
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

一
^

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

愛
知
県
北
設
楽
郡
豊
根
村
坂
宇
場
字
向
山
一
八

の
二
九
、
一
八
の
三
〇
、
一
八
の
四
二
、二
〇
の
二
、

二
一
の
一
、
二
二
の
二
、
二
三
、
二
三
の
三
、
二
三

の
五
か
ら
二
三
の
七
ま
で
、
一
八
の
三
一
・
二
〇
の

四
・
二
三
の
四
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。）、
三
沢
字
下
二
ツ
沢
二
の
一
、
二

の
二
、
三
、
四
・
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
八
、
九
、
一
〇
の
一
、
一

〇
の
二
、
一
一
か
ら
一
四
ま
で
、
一
四
の
一
、
字
上

舟
ノ
沢
三
一
の
三
、
三
一
の
五
、
三
三
、三
四
の
一
、

三
四
の
三
、
三
五
の
一
、
三
五
の
三
、
三
六
の
一
、

三
六
の
三
、
三
七
、
字
森
下
二
二
の
一
、二
二
の
三
、

二
三
、
二
四
、
字
上
二
ツ
沢
六
、
一
二
、
古
真
立
字

浅
草
山
二
八
の
一
、二
九
の
一
か
ら
二
九
の
四
ま
で
、

二
九
の
九

_

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

`

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

]

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

^

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
^

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

愛
知
県
北
設
楽
郡
豊
根
村
坂
宇
場
字
嶺
二
七
の

一
八
、
二
七
の
一
九
、
三
沢
字
大
菅
四
七
の
二
、
字

宮
下
三
九
の
七
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、

四
一
の
八
、
四
九
、
五
〇
の
一
、
字
芋
ノ
久
保
三
の

一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
上
手
二
三

の
二
、
字
矢
木
沢
八
一
の
一
、下
黒
川
字
川
場
六
四
、

東
栄
町
大
字
川
角
字
前
坂
九
、
九
の
一
、
一
〇
、
一

一
、
設
楽
町
豊
邦
字
沢
戸
一
七
の
一
、
三
都
橋
字
井

ノ
上
一
の
一
、
三
、
五
の
一
、
字
黒
渕
八
の
一
、
東

納
庫
字
大
野
山
一
の
一
〇
一
、
一
の
一
一
七
か
ら
一

の
一
一
九
ま
で
、
字
岩
タ
ケ
六
の
二
か
ら
六
の
七
ま

で
、
三
四
、
三
五
の
一
か
ら
三
五
の
三
ま
で
、三
六
、

三
七
、
三
八
の
二
、三
九
の
一
か
ら
三
九
の
五
ま
で
、

字
岩
ク
ラ
一
の
一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
、

六
の
二
、
八
の
一
、
八
の
二
、
九
、
二
四
の
一
、
二

八
の
三
、
字
長
尾
二
の
一
四
か
ら
二
の
二
一
ま
で
、

字
ナ
ガ
子
二
の
三
一
、
二
の
五
一
か
ら
二
の
五
四
ま

で
、
二
の
五
五
・
二
の
五
六
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、田
内
字
タ
キ
上
四
、

八
か
ら
一
〇
ま
で
、
一
二
、
一
二
の
一
、
平
山
字
タ

キ
ノ
口
三
の
六
、
四
の
二
、
田
峯
字
段
戸
一
の
一
一

九
、
一
の
一
二
一
か
ら
一
の
一
二
四
ま
で
、
一
の
一

二
六
、
一
の
一
二
八
、
一
の
一
四
三
、
一
の
一
五
一

か
ら
一
の
一
五
四
ま
で
、
一
の
一
五
八
、
一
の
一
六

六
か
ら
一
の
一
六
八
ま
で
、
字
大
滝
一
七
の
三
、
清

崎
字
切
石
一
の
一
、
西
納
庫
字
本
洞
一
の
九
三
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

_

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

`

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

]

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

^

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
愛
知
県
庁
及
び
関
係
町
村
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
六
十
三
号

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第

一
項
及
び
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
令（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
四
年
経
済

産
業
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算

の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
を
委
任

し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
令

第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

表
委
任
し
た
予
算
科
目
名
の
欄
中
「
東
日
本
大
震
災
復

興
推
進
事
業
費
補
助
金
（
対
日
直
接
投
資
・
外
資
系
企
業

誘
致
プ
ロ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
に
限
る
。）」
を
「
東
日
本

大
震
災
復
興
推
進
事
業
費
補
助
金
（
対
日
直
接
投
資
・
外

資
系
企
業
誘
致
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
及
び
八
戸
地
域
医

療
機
器
産
業
集
積
可
能
性
調
査
事
業
に
限
る
。）」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日
か
ら
施
行

す
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
十
六
号

租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
十
六
号
）、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
五

号
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
財
務
省
令
第
三
十
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
及

び
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
六

年
建
設
省
告
示
第
千
百
二
十
六
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

第
一
条
第
一
項
中
「
第
五
項
並
び
に
」、「
及
び
第
六
項
」

及
び
「
又
は
一
団
の
住
宅
建
設
に
関
す
る
事
業
」を
削
り
、

同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
及
び
ニ
」
を
「
及
び
ハ
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中

「
又
は
建
設
さ
れ
る
住
宅
」
を
削
る
。

第
二
条
中
「
若
し
く
は
第
五
項
」
を
削
り
、「
令
第
三
十

九
条
の
五
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
第
三
十
九
条

の
五
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
十
七
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
に
掲
げ
る
土
地
の
指
定
を
解
除

す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

繁
根
木
川

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

昭
和
二
十
九
年
建
設
省
告
示
第
千
七
十
号
で
指
定
し

た
土
地
の
う
ち
、
玉
名
市
石
貫
字
上
栗
山
五
三
六
番
三

か
ら
玉
名
市
石
貫
字
岸
田
六
二
一
番
四
地
先
河
川
敷
に

係
る
区
間
の
栗
山
川
の
中
心
線
か
ら
左
右
各
岸
七
メ
ー

ト
ル
ま
で
の
土
地
の
区
域

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
十
八
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

為
弘
川

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

下
松
市
大
字
山
田
山
一
七
番
地
内
四
等
三
角
点
出

合
を
基
準
点
と
し
、
次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標

柱
一
号
か
ら
三
十
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
三
十
三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土

地
の
区
域

基
準
点
か
ら
三
一
八
度
五
八
分
二
三
秒

三
四
〇
・
〇
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
号

標
柱
一
号
か
ら
一
四
三
度
四
二
分
三
九
秒

一
七
・
五
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
号

œ
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